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令和４年度保険料率について（支部評議会における主な意見）

令和3年10月に開催した各支部の評議会での意見については、協会は、
・医療費の伸びが賃金の伸びを上回る赤字構造や、今後、団塊の世代が全て後期高齢者となる
2025年度以降も後期高齢者支援金が増大していくなど、楽観視できない現実がある中で、でき
る限り平均保険料率10％を超えないようにということを基本に考えている。

・協会の財政について、「大きな変動がない限り、中長期に考えていきたい」という基本的な
スタンスを変えていない。

ことについて評議会で説明した上で、特段の意見があれば提出していただくこととした。

意見書の提出状況並びに平均保険料率に対しての意見の概要は以下のとおり。

意見の提出なし ２支部（ ６支部） ※（）は昨年度の支部数

意見の提出あり ４５支部（４１支部）

① 平均保険料率１０％を維持するべきという支部 ３１支部（３１支部）

② ①と③の両方の意見のある支部 １０支部（５支部）

③ 引き下げるべきという支部 ４支部（２支部）

④ その他（平均保険料率に対しての明確な意見なし） ０支部（３支部）

※ 保険料率の変更時期については、4月納付分（3月分）以外の意見はなし。
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 令和４年度は、令和２年度の各支部の医療給付費等の実績に基づき、新たな保険料率に見

直す

 平均保険料率は10％

 インセンティブ分の加算額は、0.007％に据え置き。

 ４月納付（３月賦課）分の保険料率から新たな保険料率に変更

令和4年度都道府県単位保険料率算定のポイント
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　共通料率（A + B - C） 4.71 %

　A．第２号都道府県単位保険料率 3.90 %

　B．第３号都道府県単位保険料率 0.84 %

　C．収入等の率 0.03 %

　第１号平均保険料率 5.29 %

　計 10.00 %

 ・ 第２号都道府県単位保険料率（共通料率のA）及び収入等の率（共通料率のC）には、

 　インセンティブ制度による加算額及び減算額は含まれていない。

 ・ 第３号都道府県単位保険料率（共通料率のB）及び収入等の率（共通料率のC）には、

 　令和２年度の都道府県支部ごとの収支における収支差の精算分は含まれていない。
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令和4年度和歌山支部保険料率

令和4年度
和歌山支部
保険料率

10.18％
（10.11％）

第１号
保険料率

5.44％
（5.42％）

＝ ＋ ＋ －

第２号
保険料率

・全国一律[3.90%]
・インセンティブ
加算率[0.007%]

3.91％
（4.00％）

第３号
保険料率
（支部精算分除く）

0.84％
（0.74％）

収支等見込額
相当率

・全国一律[0.03%]
・インセンティブ減算率
[0.004％]

0.03％
（0.04％）

令和3年度保険料率算定時見込 令和4年度見込

和歌山支部医療給付費（百万円） 39,639 39,905

和歌山支部総報酬額（百万円） 665,448 670,049

和歌山支部保険料率 10.11% 10.18%

調整前保険料率 a 5.96% 5.96%

年齢調整 b ▲0.01% ▲0.03%

所得調整 c ▲0.52％ ▲0.48％

調整後第１号保険料率(a+b+c） 5.42% 5.44%

第３号
保険料率
（支部精算分）

0.02％
(▲0.01％)

＋

※（ ）内は令和3年度保険料率

第1号保険料率
各支部の医療給付費
で決定され、年齢・
所得調整された料率

第２号保険料率
・後期高齢者支援金等の
拠出金や現金給付にかか
る料率（全国一律）
・インセンティブ加算率

第３号保険料率
（支部精算分除く）

準備金積立てや業務
経費にかかる料率

第３号保険料率
（支部精算分）

令和2年度の支部収支
の赤字分にかかる料
率

収支見込相当率
・雑収入や日雇いの
保険料収入
・令和2年度のインセ
ンティブ減算率
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■保険料率の急激な変動を緩和するため、導入された激変緩和措置は令和2年3月までで終了となった。
■インセンティブ制度の導入により令和2年度の取り組みが令和4年度の保険料率に反映されることとなる。
※制度の財源として保険料率の中に0.01%を盛り込むこととなったが、経過措置として令和3年度、4年度の保険料率に0.007%、
令和5年度保険料率以降に盛り込む率は0.01%となる。

協会けんぽの保険料率の推移

変更月 H20.10
H21.9
（任継は
H21.10)

H22.3
（任継は
H22.4)

H23.3
（任継は
H23.4)

H24.3
（任継は
H24.4)

H25.3
（任継は
H25.4)

H26.3
（任継は
H26.4)

H27.4
（任継は
H27.5)

H28.3
（任継は
H28.4)

H29.3
（任継は
H29.4)

H30.3
（任継は
H30.4)

H31.3
（任継は
H31.4)

R2.3
（任継は
R2.4)

R3.3
（任継は
R3.4)

R4.3
（任継は
R4.4)

全国平均
保険料率

8.20

8.20 9.34 9.50 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

均衡保険料率 ― ― ― ― 10.07 10.08 9.74 9.52 9.72 9.50 9.46 9.45 9.70 9.54

国庫補助率 13.0％ 16.4％ 16.4％ 16.4％ 16.4％ 16.4％ 16.4％ 16.4％ 16.4％ 16.4％ 16.4％ 16.4％ 16.4％ 16.4％

※激変緩和率 1/10 1.5/10 2/10 2.5/10 2.5/10 2.5/10 3/10 4.4/10 5.8/10 7.2/10 8.6/10 10/10
緩和措置終了

― ―

和歌山支部
保険料率

8.21 9.37 9.51 10.02 10.02 10.02 9.97 10.00 10.06 10.08 10.15 10.14 10.11 10.18

据え置き前 ― ― ― ― 10.10 10.11 ― ― ― ― ― ― ― ―

和歌山支部
（激変緩和前）

8.34 9.50 9.57 10.10 10.16 10.20 9.95 10.03 10.08 10.09 10.14 ― ― ―

和歌山支部
（インセンティブ反

映前）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 10.13 10.12 10.18

据え置き措置

●全国
健康保
険協会
発足

●全国
統一の
保険料
率

単位：％
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介護保険の令和4年度保険料率について
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介護保険の保険料率については、単年度で収支が均衡するよう、介護納付金の金額を総

報酬額で除したものを基準として算出することになります。令和４年度の介護納付金の金額
や令和３年度末に見込まれる剰余分等を踏まえると、令和４年度の介護保険料率は、令和３
年度の介護保険料率1.80％よりも0.16％ポイント減少し、1.64％となります。
なお、介護納付金については、令和４年度は1兆480億円の見込みであり、令和３年度から
189億円増加する見込みです。

これは、前々年度の介護納付金を精算した際の戻り額（令和２年度に納付した介護納付金に
ついて、実績に基づいて精算された際に発生する協会けんぽへの返還額：約1,400億円）の

影響により介護納付金を減少させる要素があるものの、介護給付費の増加等により増加した
ことによるものです。

協会けんぽの収支見込（介護分）



令和4年度の都道府県単位保険料率の変更に係る意見（案）

健康保険法 第160条第7項
支部長は、（中略）都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けら

れた評議会の意見を聴いた上で、理事長に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について意見の申出を行う
ものとする。
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令和4年度支部長意見（案） 令和3年度支部長意見

○和歌山支部保険料率
令和3年度：10.11％

→令和4年度：10.18%（＋0.07%）

新型コロナウイルス感染症の影響による医療費や賃金の動向が不透
明であるうえ協会財政の赤字構造が解消されない中、財政運営を中
長期的な考えを基本とする必要があるという視点より安定した医療保
険制度運営のためには平均保険料率を10％に維持することはやむを
得ないと考える。
しかしながら、和歌山支部の保険料率は、平均保険料率を超えてお
り、加入者、事業主の負担を考えれば、少しでも保険料率を下げること
が望まれる中、当支部の次年度の保険料率が+0.07％の大幅な引
き上となっている状況については、上昇した要因を加入者に丁寧に説
明していく必要があると考える。
支部評議会においてもコロナウイルスの影響や今後の財政の見通しに
より平均保険料率を10％に維持することはやむを得ないとのご意見を
いただいているとともに、今後準備金が枯渇するというシミュレーションが
示されている状況の中、今のうちに国庫補助率の引き上げを実現する
ため、国に対して強く働きかけていくべきとのご意見もいただいており、当
職としても同意見である。
また、医療費の伸びが賃金の伸びを上回る赤字構造が解消されない
限り、財政の不安定化は続くため公的医療保険制度の抜本的見直し
に関する国への要望を強化していただきたい。

○和歌山支部保険料率
令和2年度：10.14％

→令和3年度：10.11%（－0.03%）

今回、保険料率の変更を考えるにあたっては、言うまでもなく新型コロ
ナウイルス感染症の影響を抜きには語れない。
令和2年4月に緊急事態宣言が発令されて以降、和歌山県におけ
る景気動向指数は大きく下落し、5月は前年同月比マイナス40.2ポイ
ント、9月時点ではマイナス34.3ポイントと、経済は未だ厳しい状況に
ある。特に、中小・零細企業は、このような経済情勢悪化の影響を大
きく受けていると考えられる。
このような状況下、本来であれば、事業主や加入者の負担を少しで
も軽減すべく、保険料率を下げたいところである。
しかしながら、この冬、新型コロナウイルス感染症が拡大し、再び緊急
事態宣言が発令された状況下において、景気回復は更に遅れると考
えられ、現段階では注視する他ない。
また、当支部評議会においても、新型コロナウイルス感染症による協
会けんぽの収支に与える影響が不透明な状況であることを鑑み、令和
３年度平均保険料率については、10％維持すべきとご意見をいただい
ており、当職としても同意見である。
なお、新型コロナウイルス感染症が収支に与える影響については、今
後もできる限り、足元の数字を拾い上げ、運営委員会等を通じ情報
提供していただきたい。


